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直
江

眞
一

教
授

著
作
目
録

編
著
書

國
方
敬
司
・
直
江
眞
一
編
『
史
料
が
語
る
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』

刀
水
書
房

二
〇
〇
四
年

翻
訳
書

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
、
直
江
眞
一
訳
『
自
然
法
論
』

創
文
社

二
〇
一
二
年

論
文

「
ヘ
ン
リ
ー
二
世
期
に
お
け
るseisin
の
保
護
｜
｜
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
以
降
の
研
究
史
を
た
ど
っ
て
｜
｜
」

（『
東
北
法
学
』
第
二

三
合
併
号
）

一
九
七
九
年

「
十
二
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
権
力
機
構
と
刑
事
法
序
説
」

一
）

（『
法
学
』
第
四
五
巻
第
四
号
）

一
九
八
一
年

「
十
二
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
権
力
機
構
と
刑
事
法
序
説
」

二
・
完
）

（『
法
学
』
第
四
五
巻
第
五
号
）

一
九
八
二
年

「
謀
殺
罰
金
制
度
考
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
三
二
号
）

一
九
八
三
年

「
一
二
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
学
識
層
に
つ
い
て
｜
｜
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
形
成
と
学
識
法
覚
書
｜
｜
」

（『
法
学
』
第
四
八
巻
第
五
号
）

一
九
八
四
年

「
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
決
闘
審
判
に
つ
い
て
」
（
片
野
達
郎
編
『
綜
合
研
究

中
世
の
文
化
』
角
川
書
店
）

一
九
八
八
年
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「『
我
々
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
変
更
す
る
こ
と
を
欲
せ
ず
』

N
o
lu
m
u
s leg

es A
n
g
lie m

u
ta
re

）

に
つ
い
て
」

（『
法
学
』
第
五
四
巻
第
三
号
）

一
九
九
〇
年

「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
形
成
と
大
学
」

（『
西
洋
史
研
究
』
新
輯
第
二
二
号
）

一
九
九
三
年

「『
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
』
の
二
つ
の
写
本
」

（『
東
北
大
学

教
養
部
紀
要
』
第
六
〇
号
）

一
九
九
三
年

「
代
襲
相
続
法
と
ジ
ョ
ン
王
の
即
位
｜
｜
『
国
王
の
事
例
』
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」

（『
法
政
研
究
』
第
六
一
巻
第
三

四
合
併
号
）

一
九
九
五
年

「
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
の
婚
姻
論
」

（『
法
学
』
第
六
三
巻
第
六
号
）

二
〇
〇
〇
年

「
一
三
世
紀
後
半
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
実
務
書
｜
｜
『
ル
フ
ィ
ー
ル
ド
本
』
を
中
心
と
し
て
｜
｜
」

（
藤
井
美
男
・
田
北
廣
道
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
世
界
の
動
態
像
｜
｜
史
料
と
理
論
の
対
話
｜
｜

森
本
芳
樹
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
九
州
大
学
出
版
会
）

二
〇
〇
四
年

「『
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
』
の
伝
来
状
況
｜
｜
法
書
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」

（
國
方
敬
司
・
直
江
眞
一
編
『
史
料
が
語
る
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
刀
水
書
房
）

二
〇
〇
四
年

「a
ssize o

f n
o
v
el d

isseisin

成
立
史
再
考
」

（
小
山
貞
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
西
洋
法
制
史
学
の
現
在
｜
｜
小
山
貞
夫
先
生
古

稀
記
念
論
集
｜
｜
』
創
文
社
）

二
〇
〇
六
年

「
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
期
に
お
け
る
婚
姻
法
｜
｜
一
一
七
七
年
六
月
三
〇
日
付
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
修
道
院

長
お
よ
び
マ
ギ
ス
テ
ル
・
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
宛
教
令
を
て
が
か
り
と
し
て
｜
｜
」

（『
法
政
研
究
』
第
八
一
巻
第
三
号
）

二
〇
一
四
年
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史
料
翻
訳

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』

邦
訳
）

一
）

北
野
か
ほ
る
・
小
山
貞
夫
と
共
著
）

（『
法
学
』
第
五
三
巻
第
四
号
）

一
九
八
九
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』

邦
訳
）

二
）

北
野
か
ほ
る
・
小
山
貞
夫
と
共
著
）

（『
法
学
』
第
五
三
巻
第
五
号
）

一
九
八
九
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』

邦
訳
）

三
・
完
）

北
野
か
ほ
る
・
小
山
貞
夫
と
共
著
）

（『
法
学
』
第
五
四
巻
第
一
号
）

一
九
九
〇
年

「
ム
ル
テ
ィ
プ
リ
ケ
ム
・
ノ
ー
ビ
ー
ス
（
翻
訳
と
解
説
）
｜
｜
ロ
ン
ド
ン
司
教
ギ
ル
バ
ー
ト
・
フ
ォ
リ
オ
ッ

ト
の
一
書
翰
｜
｜
」

苑
田
亜
矢
と
共
著
）

『
法
政
研
究
』
第
六
六
巻
第
三
号
）

一
九
九
九
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
一
部
』

邦
訳
）

一
）

（『
法
政
研
究
』
第
六
七
巻
第
二
号
）

二
〇
〇
〇
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
一
部
』

邦
訳
）

二
）

（『
法
政
研
究
』
第
六
七
巻
第
三
号
）

二
〇
〇
一
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
一
部
』

邦
訳
）

三
）

（『
法
政
研
究
』
第
六
八
巻
第
二
号
）

二
〇
〇
一
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
一
部
』

邦
訳
）

四
）

（『
法
政
研
究
』
第
六
八
巻
第
三
号
）

二
〇
〇
一
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
一
部
』

邦
訳
）

五
）

（『
法
政
研
究
』
第
六
九
巻
第
一
号
）

二
〇
〇
二
年
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ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
一
部
』

邦
訳
）

六
・
完
）

（『
法
政
研
究
』
第
六
九
巻
第
三
号
）

二
〇
〇
三
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
二
部
』

邦
訳
）

一
）

（『
法
政
研
究
』
第
七
〇
巻
第
一
号
）

二
〇
〇
三
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
二
部
』

邦
訳
）

二
）

（『
法
政
研
究
』
第
七
一
巻
第
二
号
）

二
〇
〇
四
年

「
フ
ラ
テ
ル
ニ
タ
ー
テ
ィ
ス
・
ヴ
ェ
ス
ト
レ
（
翻
訳
と
解
説
）
｜
｜
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
ト
マ
ス
・
ベ
ケ
ッ

ト
の
書
翰
｜
｜
」

苑
田
亜
矢
と
共
著
）

（『
北
海
学
園
大
学

法
学
研
究
』
第
四
〇
巻
第
二
号
）

二
〇
〇
四
年

「
ミ
ラ
ン
ド
ゥ
ム
・
エ
ト
・
ヴ
ェ
ヘ
メ
ン
テ
ル
（
翻
訳
と
解
説
）
｜
｜
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
ト
マ
ス
・
ベ

ケ
ッ
ト
の
書
翰
｜
｜
」

苑
田
亜
矢
と
共
著
）

（『
北
海
学
園
大
学

法
学
研
究
』
第
四
二
巻
第
二
号
）

二
〇
〇
六
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
二
部
』

邦
訳
）

三
）

（『
法
政
研
究
』
第
七
四
巻
第
一
号
）

二
〇
〇
七
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
二
部
』

邦
訳
）

四
）

（『
法
政
研
究
』
第
七
七
巻
第
一
号
）

二
〇
一
〇
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論

第
二
部
』

邦
訳
）

五
・
完
）

（『
法
政
研
究
』
第
七
七
巻
第
二
号
）

二
〇
一
〇
年

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
家
の
権
利
の
弁
護
』

邦
訳
）

（『
法
政
研
究
』
第
八
〇
巻
第
四
号
）

二
〇
一
四
年
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講
演
翻
訳

Ｊ
・
ベ
イ
カ
ー
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
三
つ
の
言
語
」

朝
治
啓
三
と
共
著
）（『

法
政
研
究
』
第
六
五
巻
第
二
号
）

一
九
九
八
年

Ｄ
・
イ
ベ
ト
ソ
ン
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
普
通
法
｜
｜
一
四
五
〇
｜
一
六
五
〇
年
｜
｜
」

朝
治
啓
三
と
共
著
）

（『
法
政
研
究
』
第
七
三
巻
第
四
号
）

二
〇
〇
七
年

Ｐ
・
ブ
ラ
ン
ド
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
官
と
裁
判
｜
｜
一
一
七
六
｜
一
三
〇
七
年
｜
｜
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
五
九
号
）

二
〇
一
〇
年

学
界
動
向

「
一
九
九
六
年
学
界
回
顧

西
洋
法
制
史

」

瀧
澤
栄
治
・
三
成
美
保
と
共
著
）

（『
法
律
時
報
』
第
六
八
巻
第
一
三
号
）

一
九
九
六
年

「
一
九
九
七
年
学
界
回
顧

西
洋
法
制
史

」

瀧
澤
栄
治
・
三
成
美
保
と
共
著
）

（『
法
律
時
報
』
第
六
九
巻
第
一
三
号
）

一
九
九
七
年

「
一
九
九
八
年
学
界
回
顧

西
洋
法
制
史

」

瀧
澤
栄
治
・
三
成
美
保
と
共
著
）

（『
法
律
時
報
』
第
七
〇
巻
第
一
三
号
）

一
九
九
八
年

「
成
立
期
コ
モ
ン
・
ロ
ー
研
究
の
現
状
｜
｜
『
ポ
ロ
ッ
ク＝

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
百
周
年
記
念
論
文
集
』

の
紹
介
｜
｜
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
四
七
号
）

一
九
九
八
年

「
二
〇
〇
三
年
の
歴
史
学
界
｜
｜
回
顧
と
展
望
｜
｜

中
世
イ
ギ
リ
ス

」
（『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
三
編
第
五
号
）

二
〇
〇
四
年
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書
評
・
紹
介

赤
澤
計
眞
著
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
一
三
世
紀
末
期
・
権
原
開
示
訴
訟
の
法
的
構
造
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
二
七
号
）

一
九
七
八
年

朝
治
啓
三
著
「
一
三
世
紀
ダ
ラ
ム
の
巡
回
裁
判
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
三
〇
号
）

一
九
八
一
年

Ｆ
・
ポ
ロ
ッ
ク
著
、
平
松
紘
監
訳
『
イ
ギ
リ
ス
土
地
法
｜
｜
そ
の
法
理
と
歴
史
｜
｜
』、
Ｆ
・
Ｗ
・
メ
イ
ト

ラ
ン
ド
著
、
河
合
博
訳
『
イ
ギ
リ
ス
私
法
の
淵
源
』

（『
史
学
雑
誌
』
第
九
〇
編
第
九
号
）

一
九
八
一
年

R
.C
.
v
a
n C

a
en
eg
em
,
Ju
d
g
es,

L
eg
isla

to
rs a

n
d P

ro
fesso

rs:
C
h
a
p
ters in E

u
ro
p
ea
n

 
L
eg
a
l H

isto
ry

（『
法
学
』
第
五
二
巻
第
四
号
）

一
九
八
八
年

石
川
武
著
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
三
七
号
）

一
九
八
八
年

佐
藤
伊
久
男
著
「
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
州
共
同
体
｜
｜
裁
判
集
会
民
お
よ
び
審
判
員
の
学
説
史

的
検
討
｜
｜
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
三
八
号
）

一
九
八
九
年

加
藤
哲
実
著
「
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
雪
冤
宣
誓
｜
｜
自
治
都
市
の
慣
習
と
法
を
中
心
に
｜
｜
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
三
九
号
）

一
九
九
〇
年

F
ra
n
cis d

e Z
u
lu
eta a

n
d P

eter S
tein

,
T
h
e T

ea
ch
in
g o

f R
o
m
a
n L

a
w
 
in E

n
g
la
n
d a

ro
u
n
d

 
1200

（『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
一
〇
五
巻
第
九
・
十
号
）

一
九
九
二
年

加
藤
哲
実
著
「
共
犯
者
の
告
発
と
決
闘
に
よ
る
証
明
｜
｜
英
米
法
に
お
け
る
『
共
犯
者
の
自
白
』
の
発
生

論
と
し
て
｜
｜
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
四
二
号
）

一
九
九
三
年

佐
藤
伊
久
男
著
「
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
教
会
と
国
家
｜
｜
裁
判
管
轄
権
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」

（『
法
制
史
研
究
』
第
四
五
号
）

一
九
九
六
年
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有
光
秀
行
著
『
中
世
ブ
リ
テ
ン
諸
島
史
研
究
｜
｜
ネ
イ
シ
ョ
ン
意
識
の
諸
相
｜
｜
』

（『
法
制
史
研
究
』
第
六
四
号
）

二
〇
一
五
年

学
会
報
告

「
一
二
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
権
力
機
構
と
刑
事
法
｜
｜
地
方
裁
判
官
制
度
を
中
心
と
し
て
｜
｜
」

法
制
史
学
会
第
二
八
回
研
究
大
会

東
北
大
学
）

（『
法
制
史
研
究
』
第
三
一
号
）

一
九
八
〇
年

「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
成
立
期
に
お
け
る
訴
訟
手
続
｜
｜
一
三
世
紀
前
半
の
一
裁
判
実
務
書
を
手
が
か
り
に
し

て
｜
｜
」

法
制
史
学
会
第
四
三
回
研
究
大
会

立
命
館
大
学
）

（『
法
制
史
研
究
』
第
四
六
号
）

一
九
九
五
年

「
註
釈
学
者
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
の
婚
姻
論
」

一
九
九
九
年
度
九
州
史
学
会
大
会

九
州
大
学
）

一
九
九
九
年

「
封
建
国
家
に
お
け
る
公
権
力
を
め
ぐ
っ
て
」

二
〇
〇
四
年
度
西
洋
史
研
究
会
大
会
共
通
論
題
「
中
世
国

家
の
公
権
力
」
東
北
大
学
）

（『
西
洋
史
研
究
』
新
輯
第
三
四
号
）

二
〇
〇
四
年

「
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
期
に
お
け
る
婚
姻
法
｜
｜X

 
4,
7,
2

を
て
が
か
り
と
し
て
｜
｜
」

法
制
史
学
会
第
六
五
回
総
会

法
政
大
学
）

（『
法
制
史
研
究
』
第
六
四
号
）

二
〇
一
三
年

「
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
と
中
世
法
｜
｜c.28

(c.38 ＊
),
c.29

(cc.39 ＊
,
40 ＊

)

を
中
心
と
し
て
｜
｜
」

法
制
史
学
会
第
六
七
回
総
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
八
〇
〇
年
」

関
西
学
院
大
学
）

（『
法
制
史
研
究
』
第
六
六
号
）

二
〇
一
五
年

7



そ
の
他

「
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
の
書
名
の
由
来
に
つ

い
て
」

（『
九
州
大
学
附
属
図
書
館
報

図
書
館
情
報
』
第
三
〇
巻
第
二
号
）

一
九
九
四
年

「
法
典
・
法
集
成
」（

高
山
博
・
池
上
俊
一
編
『
西
洋
中
世
学
入
門
』
第
二
部
第
一
二
章

東
京
大
学
出
版
会
）

二
〇
〇
五
年

「
市
民
が
市
民
を
裁
く
」

（『
行
政
書
士
ふ
く
お
か
』
二
〇
〇
八
年
一
二
月
号
）

二
〇
〇
八
年

「
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
弁
解
」

（『
季
刊

創
文
』
第
七
号
）

二
〇
一
二
年

「
大
学
改
革
の
嵐
に
立
ち
向
か
う
法
学
研
究
院
（
法
学
部
）

一
九
九
〇
〜
二
〇
〇
四
年
）」

九
州
大
学
法
学
部
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
九
州
大
学
法
学
部
・
法
科
大
学
院
の
歩
み

｜
｜
一
九
二
四
年
（
法
文
学
部
創
設
）
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
｜
｜
』
第
一
編
第
六
章
）

二
〇
一
五
年
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